
制限付き一般競争入札（事後審査型） 
共通事項電子入札用 

 
１ 競争入札参加手続等 
 
（１） 制限付き一般競争入札（事後審査型）に参加を希望する者は、あらかじめ、次に 

より参加を申請することとし、入札参加資格を確認するための書類は、落札者とす 
るための審査の必要がある者から開札後に提出を求めるものとする。 

 
①  入札参加申請書類 

・藤枝市事後審査型一般競争入札参加申請書（以下「入札参加申請書」という。） 

・配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/ 

②  入札参加申請書の提出方法 
・入札参加申請書は、藤枝市電子入札システム（以下「電子入札システム」とい 

う。）の添付機能により添付して提出すること。 
・入札参加申請書は、持参、郵送、ファクシミリによるものは受け付けない。た 

だし、特別な理由により電子入札システムによる参加ができない場合には、紙 
入札による参加の承諾を受けた後、持参により提出すること。 

（２） 受付期限までに入札参加申請書を提出し受理された者は、原則として、当該入札 
に参加できるものとする。 

 
２ 設計図書 
 
   藤枝市ホームページからのダウンロードを原則とする。 
 
３ 現場説明会：行わない。 
 
４ 入札方法 
 
（１） 入札は、藤枝市電子入札運用基準に基づく電子入札によるものとし、持参又は郵送

によるものは認めない。ただし、紙入札者は持参により提出すること。 
（２） 指定された提出期限までに、入札書を提出すること。 
（３） 入札に際しては、地方自治法、地方自治法施行令及び藤枝市財務規則等を遵守する

とともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為をし
ないこと。 

（４） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に
相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を
切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（５） 提出した入札書等は、徹回又は差し替えをすることはできない。 
（６） 入札回数は、２回を限度とする。 
（７） 落札者の決定方法 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札候補者とし、その者から徴取した入札参加資格確認書類
の審査の結果、入札参加資格要件を満たしている場合には、当該落札候補者
を落札者とする。満たしていない場合には、次順位者から順次審査を行い適
格者が確認できるまで行うものとする。  

ただし、調査基準価格を定めた入札において、調査基準価格を下回る価格で
の入札があった場合には、落札候補者となるべき者の入札価格によっては、そ
の者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ
るとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の



範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を
落札候補者とすることがある。  

 
５ 工事費内訳書 
 
（１） 第１回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を

提出すること。工事費内訳書は、藤枝市ホームページからのダウンロードとする。 
（２） 工事費内訳書は、電子入札システムにより入札書を提出する際に添付して提出す

ること。 
 
６ 入札保証金：免除 
 
７ 契約保証金 
 
  契約保証金は、有価証券の提出又は金融機関若しくは前払金保証事業会社の保証を
もって契約保証金の納付に代えることができる。 

  また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、
契約保証金の納付を免除する。 

 
８ 入札参加資格の確認等 
 
 （１）入札参加資格確認手続 
 
    開札後に、落札者とするための入札参加資格の確認を行うので、落札候補者は次 
   により、入札参加資格確認の審査を受けなければならない。 

 
①  確認申請書類 

ア．入札参加資格確認申請書（第２号様式） 
イ．同種工事の施工実績（第３号様式） 
ウ．配置予定技術者等の資格・工事経験（第４号様式） 
エ．許可等の状況（第５号様式） 
オ．入札参加資格確認書類 

②  確認申請書類の配布等 

ア～エの配布は、藤枝市ホームページからダウンロードとする。 

（２）確認申請書類の提出期限、提出場所及び提出方法 

①  提出期限 
確認申請書類の提出を求められた日の翌日から起算して２日以内（「藤枝市の休日 

を定める条例」に規定する休日を除く。以下同じ。）とする。 
②  提出場所：藤枝市総務部契約検査課 
③  提出方法：電子入札システムにより提出すること。郵送又はファクシミリによるも 
のは受付しない。 

 
（３） 入札参加資格等の確認に基づく落札の可否については、確認申請書類の提出期限 
  日の翌日から起算して２日以内に通知する。 
（４） 落札候補者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、前項の通知を 

受けた日の翌日から起算して２日以内に、その理由について書面で問い合わせるこ 
とができる。 

（５） 落札候補者が提出期限内に（１）に定める確認申請書類を提出しないときは、当 
該落札候補者のした入札は効力を失う。 

 
９ 請負契約書作成：要する。 
 
１０ 入札の無効 
 



 （１）次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 
① 入札参加資格のない者が行った入札 
② 電子認証の不正使用による入札 
③  入札に際して談合等による不正行為があった入札 
④  一つの入札に２つ以上の工事費内訳書を添付した入札 
⑤  工事費内訳書の提出が義務付けられている入札について、工事費内訳書が添付され

ていない入札 
⑥  その他、入札に関する条件に違反したとき 

 
 （２）入札参加申請書を提出した者であっても、開札日時点で入札参加停止期間中であ

る者など、第１項及び入札公告の第２項に掲げる資格のない者の行った入札は無効
とする。 

 
１１ 同価入札 
 
   評価値の最も高い者が２者以上になった場合には、落札候補者の決定を保留した上

で、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 
 
１２ 配置予定技術者等の資格・雇用関係 
 

(1) 配置予定技術者等の資格・雇用関係については、「主任・監理技術者及び現場代理人

の受注者との雇用関係について」によるので、別途ホームページ等で確認すること。 

(2) 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場合

を除き、変更することはできない。 

(3) 確認申請書等に記載した配置予定技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係

が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明

示がなされない場合は入札に参加できない。 

(4) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者

の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（試行）」又は「親会社及びその連

結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用

関係の取扱い等について（改正）」において定められた在籍出向の要件に適合しない場

合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加で

きない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確

認された場合は契約を解除する。 
 
１３ 配置技術者（専任の場合） 
 
（１） 請負代金額が４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）以上の工事にあっ 

ては、建設業法第２６条第３項の規定に基づき専任の主任（監理）技術者を配置で 
きること。 

（２） 監理技術者とは、建設業法第２７条の１８に規定する「監理技術者資格者証」の 
交付を受け、かつ登録講習実施機関の発行した「監理技術者講習修了証」を所持し 
ている者とする。 

（３） 本工事に配置できる監理技術者、主任技術者（以下「技術者」という。）は、請負 
者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。したがって、他の 
会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者として現場に配置することは原則として 
認めない。 

（４） 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場 
合を除き、変更することはできない。 

 
１４ 配置予定技術者（専任を要しない場合） 
 

（１）土木一式工事にあっては請負代金額５００万円以上４，０００万円未満、建築一 
式工事にあっては１，５００万円以上８，０００万円未満（入札参加条件等におい 



て技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とした工事は除く）の場合、主任技 
術者として兼任できる件数は３件までとし、当該工事に配置できること。 

 
 

担当している公共工事の件数の取扱い 
ア 中止の手続が書面により行われている工事は、担当する公共工事の件数から除

外する。 
イ 建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 27 条第 2 項に規定する工事（専
任の監理技術者の配置を要しない場合に限る。）は、それぞれの工事を通じて１の
工事とする。 

   ウ 工期が重複し、かつ、工事の対象物が一体性を有する工事であって、一方の工
事が随意契約による工事については、それぞれの工事を通じて１の工事とする。 

   エ 主任技術者等の兼任については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼任に関
する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。 

（２） 配置する技術者は、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければな 
らない。したがって、他の会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者として現場に 
配置することは原則として認めない。 

（３） 確認申請書等に記載した配置予定技術者は、病休、退職等の特別な理由がある場 
合を除き、変更することはできない。 

 
１５ 現場代理人 
 
（１） 現場代理人とは、請負契約の適正な履行を確保するため、工事現場の取り締まり 

のほか、工事の施工及び契約事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現 
場に置かれる請負者の代理人であり、原則、工事現場に専任で常駐しなければなら 
ない。 

（２）現場代理人の常駐義務の緩和については、「主任・監理技術者及び現場代理人の兼
任に関する取扱いについて」によるので、別途ホームページ等で確認すること。 

 
１６ その他 
 
（１） 入札に関し、入札執行前に談合情報が寄せられた場合、入札を保留することがあ 

る。 
（２） 申請のあった配置予定の技術者を配置できない場合や CORINS等により配置予定の 

技術者の専任義務違反の事実が確認された場合は、原則、契約しない、又は契約を解
除する。 

（３） 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにも 
かかわらず入札した場合や従事している工事の未完了等により、技術者が配置でき
ないにもかかわらず入札した場合は藤枝市入札参加資格停止措置要綱（平成 25 年藤 
枝市告示第 178 号）に基づく入札参加停止を行うことがある。 

（４）地元業者育成の観点から次の点に配慮すること。 
①  下請施工を必要とする場合は、可能な限り藤枝市内の業者へ発注するよう努める

こと。 
②  工事の施工に必要な建設資材、建設機械等の購入やリースは、可能な限り藤枝市

内の業者へ発注するよう努めること。 


